
電気通信設備設置契約書

最高裁判所(以下｢甲Jというc)と焼樋！Trドｺﾓ似下｢乙jという｡)は蕊乙が提gける携帯電話ｻ､一ビス用の
ビル内蜘信設備の設置等に閲〆､次のとおり契約を綿する。

(設備の設圃

蹴条 甲は､乙が下記の電気通信設備(以下C紳搬侭｣という｡)を下記の設置場所(以下I設睡場所jという｡)に
設瀞おことを承諾し､設鰯所を乙に無償で寅ﾉ付ける。
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2． 本仰穀棚の獺権は､乙に帰属する。

(負担釣

第2条前条の本綴儲設置にかかる費用は乙の負担とし､甲の負担金掴発生lないものとする。

醐勵

第3条椴約の期間I訓 __」とする｡なお､当該期間満了
日の6ケ月前までに甲乙いずれからも書面による通知のない場合には､満了日の翌日から起算して1年間
延長されるものとし､以後も同橇とする。

● (鯛御

第4条本件設備に係る電気代は､甲の負担とする。

(下講）

第5条 乙は､自己の責任において本件設備の設臓$艤等を乙の指定する者に行わせることができる。

(設鰯所への立入り）

第6条 乙及び乙の指定する者は､本件設備の設置維持等のため､事前に甲に通知することにより､本件設備の
設鰯所へ立入ることができる。

2． 前項の立入りについて、甲は乙の作業が円撒菖つ迅速に行えるよう合理的な範囲内において協力するも
のとする。

体件殻備の繊勤

第7条本件穀備は､乙の携帯電話サーごｽ用の電気通筒設備として乙によって贈霊保守､修理(以下I臘寺等j
という｡)割1るものとし､乙は自らの責任と負担において本付設備の＃齢等を行う。



体憾伽鋤

撫条 甲及び乙は､本件設備の移設が必要となった場合も移設工率弱手予定日の3ケ月前迄に審面にて相手方
に通知するものとし､本件畿備の移設は乙が行うものとする｡なお､移設費用は､乙の負担とするものとす
る。

(…の停止）

第9条 乙は､欲のいずれかの事由があるときは､甲に対し事前に通知することにより､本件設備からの職発射を
停止することができる｡但し､乙の通信設備が蝿又は滅失したとき蕊止むを得ず事前に通知できなし鰯
合は､…撒く甲に対1期告するものとする。

（'）乙が本何観備噛寺等､又は本件設備に雛する乙の他の通信股鯖に必要な工率等を行うとき。
（2）乙の携帯電話ｻｰｽの品聯のため､乙が必要と認めるとき。

2． 前卿こ基づき雛発射を停止した場合､甲は乙に対する異躍申立て及び補償等一切の購求をすることが
できなし％

…の絢

蹴0条甲は､善良なる管理者の鰍をもつ

(通鋤

観1条甲は、本肉機備の段損その他の異状を認めたときは､速やかに乙に通知する。

喋止綱

鯛2条甲は､事前に乙の書面こよる承諾を得なければ､次の各号に掲げる縦行うことができなl%
（1）本間穀鯆の分解､雌その…変更を行うこと

②柵備を澱すること

③本契約に基づく榊u及び誕務を第三者に鮒は澱ｰること。

蝿蹴X網入職の取り扱い）

蝋3条甲及び乙は､相勃から開示さｵ1た技術上及び業務上の傭報を穆密に職し､事前に相勃の書面によ
る聯燃い卿､第三者に開示､漏洩しない

2． 前項の鯛ま櫛の終了後も有効とす風

3． 乙は､本契約の履行に§鍵して取得した氏名､住所連絡先等の個人傭報(以下個人傭報｣という｡)を適
切に取り扱うものとし､設備の設置･維持等､その他本契約に関連する業務のために《自ら使用することが
できる。

4． 乙は､個人情報のうち氏名､住所､連銘先に限り､工顎こ伴う手焼きのために､ｲ誠繊等に提供すること
ができる。
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体契約の解除､護了）

鋼4条甲及び乙は､相手方が 一に該当するときは､何等催告を要せず、は､何等催告を要せず､直ちに*喫約

g

け､支払の停止又は…､民事再

を鵬することができる。

(ﾕ）本契約の縦の－にでも離したとき

②保鋤､強翻鯆､公売処分、

生手続､会腿熟しくは特B!賄算の申立てがあったとき

(3)支払の停止があったとき､支払不能の状態に陥ったとき又は手形交樹計の取引停止鋤を受けたとき
④営鐵廃止したとき

←
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⑤相手方に馴繊又I瀬髄及ぼしたとき

2・ 乙は､設置場所につき差押え又は嫡職もしくは仮処分等の保全処分がなされたときは､何等催告を要
せず､直ちに柵を鵬することができる。

●

3． 不可抗力により本件設備が使用不能となったときは､椴約は当然に終了するものとする。1
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Ｕ (甲の都合による鰯湖

第15条甲は､自己の都合により本蝋舗す．る場合､解約予定日の6ケ月前迄に乙に対し､書画こて通知する
ものとす愚

(乙の都合によ鋤

第16条乙は､自己の都合により

ものと･ｳ箔。
解約予定日の6ヶ月前迄に甲に対し､欝面にて通匁圃-る

(柳終了後の措働

鯛7条本契約が鋪間満了､解除又は解約により終了したときは､乙は直ちに電波発射を中止するとともに協卿
上､本#餓備の撤去､設鰯圃初I調犬回繩するものとし､甲は､乙による本件穀捕の撤去､段置場園初
原状回復に協力する｡なお､本件設備の撤去､設腫場所の原状回復の菱用については､乙の負担とするも

頓離間

第18条乙は､甲又は甲の代理人､使用人もしくは請負人等の故意または過失により､自己又は本件設備に損害を
受けたときは､甲に誠ﾉて賠燃舘求できるものとする。

2． 甲は､乙又は乙の代理人､使用人もしくは舗負人等の故意または過失により､自己又は殴鯛『に損害を
受けたときは､乙に対して鯉態睦瀦求できるものとする。

3． 甲又は乙は､天災地変､自然災害もしくは火災盗難等､甲又は乙の資に帰すべからざる事由により相手方
に与えた損害については､双方互いに賠償の責を負わなし＄

！

(…腕

蹴9条甲及び乙は､本契約に関する一切の紛争について､東京舳鋤勝をもって第一審の専属的合意管轄裁
判舵することに合意する。
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(鵬肖鋤の淵

第ZO条甲及び乙は､次の各号のいずれか一にも咳当していないことを衷明し､かつ将来にわたっても該当しない
ことを表明し､徹する。

（1）自ら又は自らの役員が､暴力団､暴力団員､暴力団員でなくなった時から5年を鰯しない巻暴力団

。
■
ｑ
●
●
Ｄ
Ｐ

準櫛現員､曇力団関係蟻､絶会屋､を陰綱鞠燭ゴﾛ又は特殊知龍驫力集団等その他こｵ1ら
に準じる者(以下齢Lﾉて｢暴力団員等jという｡)であること

(鋤暴力団員等が雛を麹していると認めらｵ1る関係を有すること

⑧暴力団員等が経営に実質的に関与lﾉていると露あられる関係を有するこ迄

(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつでするなど､暴力
団等を利用していると認め園Tる関係を有すること。
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⑤暴力団員等に対して資錐提供し､又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有
することb

⑥自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と磯的に非雌さｵ略ぺき関
係を有すること，
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甲及び乙は､自ら又は第三者を利用して次の各号のし､ずれか一にでも該当する行為を稲っないことを保

証ｳ急

(1)暴力帥…

②漁…えた不当…漁

(3)取引に関して､翻自腕言動をしも又は暴力を用いる猟

仙蝋航し､偽計を用い又は威力を用いて相勃の信用を棄損し､又は相手方の繊妨害する

行為

⑤その概略号に準ず榊．

甲及び乙は､相手方が餉二割こ違反1沈溺合は､通知又は催告等何らの手続きを要Lないで直ちに書面

にて郷螂尉-ることができるものとｻｰる。

甲及び乙は､前項の規圃こより棚を解除した鰻合､相手方に損翻§生じても､その賠償責任を負わな

ﾚものとす風
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(協酸事卿

馳1条櫛に定めのなし…ぴ本喫約の柳鯛につき生じた職ま､甲乙卿…ｳｦる。
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